
広報たけはら

付
方
法
が
特
別
徴
収

か
ら
口
座
振
替
に
変

更
で
き
ま
す
。

次
の

の
要
件
す
べ
て
を

満
た
す
人
の
国
民
健
康
保
険
税

は
、
原
則
、
年
金
か
ら
の
引
き
落

と
し
（
特
別
徴
収
）
と
な
り
ま
す

が
、
申
し
出
に
よ
り
、
口
座
か
ら

の
引
き
落
と
し
に
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

世
帯
主
が
国
保
被
保
険
者
で
、

年
金
額
が
年
額

万
円
以
上

世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員

が

歳
以
上

歳
未
満

介
護
保
険
料
と
国
民
健
康
保
険

税
の
合
計
額
が
年
金
支
給
額
の

を
超
え
な
い
人

変
更
の
方
法

特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
に
変

更
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
振
替

口
座
の
預
金
通
帳
・
通
帳
の
お
届

け
印
・
保
険
証
を
ご
持
参
の
う

え
、
税
務
課
課
税
係
へ
。

注
意
事
項

こ
れ
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税

の
納
付
状
況
に
よ
り
口
座
振
替
へ

の
変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。民

健
康
保
険
税
（
介

護
保
険
分
）
の
課
税

限
度
額
を
変
更
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の
税
額
は
次
の

つ
の
合
計
額
に
な
っ
て
い
ま

す
。医

療
保
険
分
（

歳
以
上

歳

未
満
）

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
（

歳
以
上

歳
未
満
）

介
護
保
険
分
（

歳
以
上

歳

未
満
）

こ
の
う
ち
、

介
護
保
険
分
の

課
税
限
度
額
（
課
税
額
の
上
限
）

が
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
平

成

年
度
か
ら

万
円
か
ら

万

円
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

歳
に
な
る
と
、
国
民
健
康
保

険
を
脱
退
し
て
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め

ま
す
。

そ
の
た
め
、
年
度
の
途
中
で

歳
に
な
る
人
の
国
民
健
康
保
険
税

は
、

歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
月

の
前
月
分
ま
で
を
月
割
り
で
計
算

し
ま
す
。

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
保

険
料
の
通
知
は
、

歳
の
誕
生
日

を
迎
え
た
月
の
約

か
月
後
に
送

付
し
ま
す
。人

市
・
県
民
税
に
関

す
る
お
知
ら
せ

（

月
分
の
年
金
か
ら
特
別

徴
収
開
始
予
定
の
人
へ
）

月

日
付
け
で
納
税
通
知
書

を
送
付
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
次
の
人
に
は
、

月
上

旬
に
納
付
方
法
の
変
更
通
知
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
同
封
の
納
付
書

で
の
支
払
い
を
お
願
い
し
ま
す
。

死
亡
ま
た
は
市
外
へ
転
出
さ
れ

た
人

介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収
が
で

き
な
い
人

問
い
合
わ
せ

税
務
課
課
税
係

納

国

個

区 分 医療保険分
改正なし

支援金等分
改正なし

介護保険分
限度額変更

所得割額 ％ ％ ％

資産割額 ％ ％ ％

被保険者 人あたりの均等割額（円 年）

世帯あたりの平等割額（円 年）

課税限度額（円 年）

区 分 医療保険分
改正なし

支援金等分
改正なし

介護保険分
限度額変更

平成 年度国民健康保険税率等

申出書
受理日

特別徴収
中止月

口座振替
開始月

月 月

月 月

月 月

月 月

月 月

月 月

申出書
受理日

特別徴収
中止月

口座振替
開始月

国民健康保険税
納付方法が変更できます
課税限度額を変更しました


